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I. 導⼊ 
  
・IRと⽇本 
 
 IRとは、統合型リゾート（IR, Integrated Resort）の略称であり、名前の通り、ショッピ
ングモールやMICE1などを合わせもつ施設を指す。その中には、よく⽿にするカジノ施設も
⼊る。カジノといえば、噴⽔ショーで有名なラスベガス・ベラージオや、シンガポールのマ
リーナベイサンズ、建物内の⽔路をゴンドラが往来するベネチアン・マカオなどを思い浮か
べる⼈が多いだろう。これらの国や地域は、IRを設置することで⼤いに経済的利益を受け
てきた。⽇本もこれらの例にならい、IRの設置により、観光客の増加や都市整備の促進を
⾒込んでいる。現在はどこに設置するのかの議論がされており、横浜や⼤阪などを中⼼に⽇
本各地でIRを誘致する動きが⾒られている。 
 
 IRの誘致合戦が盛んになる⼀⽅、IRにギャンブルであるカジノが含まれることから、そ
の設置が議論を呼ぶようになった。今年の夏に⽇吉駅で⾏われたカジノ設置反対の演説のよ
うに、誘致を阻⽌すべきだという意⾒も根強く存在している。確かに、ギャンブルゆえの依
存症の増加や治安の悪化は懸念すべき社会的問題ではある。しかし我々は、視点をIR全体
に移せば、より注⽬されるのは経済的な効果だと考える。そのため本研究では、⽇本に最も
多くのインバウンド収⼊をもたらすIR施設の設置条件の分析およびその設置場所の選定を
⾏った。 
 
 
 
II. 現状分析 
 
・IRについて政府の動向 
 
 ⽇本で最初のIR関連の法案である、統合型リゾート（IR）整備推進法案、通称「カジノ
法案」が成⽴したのは2016年12⽉。アメリカではオバマ前⼤統領が任期を終え、トランプ政
権へ移⾏しようとしていた時期だ。その後2018年7⽉に「IR整備法」が成⽴し、政府は具体
的な内容の策定に取りかかった。2019年11⽉現在は、基本⽅針の策定に向けて議論がされて
いる。今後は、運営組織の設⽴などを経て、実際の候補地が決まるという流れだ。当初は20
20年オリンピックに合わせてオープンすべきだという意⾒も存在したが、法案の認可が滞り、
その⽬標達成は今や不可能となってしまった。早くても2025年頃に営業が開始されると⾔わ
れているが、今後の計画の進⾏状況次第では、さらにオープンが遅れる可能性も⼗分にある。 
 
 
 

 
1 MICEとは、Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅⾏）、Convention またはConf
erence（⼤会・学会・国際会議）、Exhibition（展⽰会）の頭⽂字をとった造語である。 
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・｢カジノ設置｣に対する⺠衆の意⾒ 
 
 カジノの設置によるギャンブル依存症の増加や治安の悪化を懸念する声も無論あがった。
候補地となっている地域では、反対の程度の差こそあれ、どこも例外なく反対意⾒が存在す
る。横浜市では、市⻑の林⽂⼦⽒が、公約で⽩紙としていたIRを「持続的発展には必要」
として誘致することを正式に表明したことが、市⺠団体や港運協会からの猛烈な反発を招い
ている。また、⼤阪でも今年9⽉に結成1周年を迎えた「⼤阪カジノに反対する市⺠の会」が、
他のカジノ誘致反対を掲げる団体と連携して、積極的な署名運動を⾏なっている。このよう
に、有⼒候補とされている地域でも混乱が起こっており、カジノに対する国⺠の忌避意識は
強い。 
 
 ⼀⽅カジノを⽇本に置くことに対する国⺠の不安や反対は多いものの、IR施設の設置に
対する反対意⾒は、カジノに対する意⾒ほど激しくはない。例えば、横浜の港湾事業者らが
設⽴した横浜港ハーバーリゾート協会は「カジノを置かずとも、MICE施設のみでも事業性
が⾒込まれ、カジノがなければ経営が成り⽴たないことはない」と述べており、IR施設そ
のものの設置に関しては肯定的な⾒解を⽰している。 
 
 
・IRを設置する候補地 
 
 現在、⽇本においてIRを誘致している都市は全部で10箇所ある。北海道（苫⼩牧、留寿
都）、東京（台場）、千葉（幕張）、神奈川（横浜）、愛知（名古屋、常滑）、⼤阪（夢
洲）、和歌⼭（マリーナシティ）、⻑崎（ハウステンボス）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 IRの候補地 
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 このように、候補地は⽂字通り⽇本全国にあり、それぞれが誘致活動を⾏っている。しか
しその誘致への取り組み具合は各地域ごとに差が激しい。例えば⼤阪では2025年の⼤阪万博
に合わせてIRを開業するために府が⼒を⼊れており、運営業者からも多く声がかかるなど、
候補地の中でも有⼒候補となっている。⼀⽅、東京ではIR誘致の話が⼀旦⽩紙状態になる
というような停滞も⾒られ、⼤都市とはいえアピールが出遅れたことにより候補地の中での
存在感は低い。 
 
 さらに、IR関連法案では設置する都市は最⼤3箇所としていることから、すべての候補地
が選ばれる訳ではないため、誘致においてどの地域が有⼒なのかという議論は極めて重要と
なってくる。 
 
 
・IRを建設する理由とその利益 
 
 そもそもなぜ政府はIRの建設を進めるのだろうか。政府が掲げる理由には、観光・地域
経済の振興もあるが、最⼤の理由はやはり、インバウンド収⼊、すなわち観光客と観光収⼊
の増加であると考えられる。以下の図1のように、近年訪⽇外国⼈の数は急増しており、特
に2012年から2017年の5年間でその数は3倍以上になっている。政府はさらにその数を増やす
ことを⽬指しており、2030年に訪⽇外国⼈数6,000万⼈を達成することを⽬標としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図2 訪⽇外国⼈数の推移（⽇本政府観光局（以下JNTO）のデータより作成） 

 
 しかし、上の図2からわかるように訪⽇外国⼈の数は2018年で約3,000万⼈である。2020年
にオリンピックがあるとはいえ、その数がここ数年の勢いのまま増加し続けるとは考え難い。
また近い将来、⽇本の⼈⼝を上回る数の外国⼈が訪れることは⾮現実的である。そこで、政
府はその⽬標達成の⾜がかりとして、IR建設を推し進めている。少⼦⾼齢化と慢性的な⼈
⼝減少が進み、⽇本経済が失速すると予想されるなか、IRのような観光産業は⽇本経済を
⽀える産業として、ますます重要な地位を占めるようになるだろう。 
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III. 問題意識 
  
・IRを巡る議論の狭さ 
 
 IR設置の議論で最も⼤きな問題だと考えられるのは、地域的な議論が多く、⽇本全国規
模での議論があまり展開されていないことだ。カジノ施設への反対の声は、「⾃分の住む地
域の治安が悪くなる」など、特定の地域に限定されたものが多い。これは「⾃分の住む地域
に建てられるのでなければ特に気にしない」と⾔い換えることもできる。地域的な議論は市
⺠側だけでなく、誘致する側にもみられる。各⾃治体のIR誘致に関するPR資料は、地域的
な視点に基づいて作成されており、その市町村、あるいは都道府県の税収の増加やインフラ
の整備、雇⽤増加など、特定の⾃治体に限定した利益を強調している。 
 
 次の図3は苫⼩牧市における、IR誘致を促す説明の抜粋である。ここでは利点として、苫
⼩牧市、広くても北海道の歳⼊の増加や、周辺観光の促進、公共施設の改善などが挙げられ
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 IR誘致のPR例（苫⼩牧市「苫⼩牧国際リゾート構想」より） 
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 このように、IR誘致による利点は地域に限定的な⾯が宣伝され、⽇本全国規模での国と
いった⼤局的な視点では記されていないことが多い。IR設置は政府が国を挙げて取り組む
国家事業であるため、⽇本全国への利益が⽰されず、⼀地域という限定的な議論にとどまっ
ているのは問題であるといえる。 
 
 また、複数の候補地により誘致競争が⾏われていることを考慮すると、当該地域にIRを
誘致するためには、その候補地にIRを建てることを地域内だけでなく全国に宣伝していく
必要がある。 
 
 
・⽇本のシンガポールやマカオとの相違点 
 
 他に、政府はシンガポールやマカオのIRと差別化できる点として、⽇本の観光資源の多
さについて触れている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-1 シンガポールの主な観光地分布 
（ATI（Asia Travel & Resort Information）Singapore の情報をもとに作成） 
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図4-2 マカオの観光地区（Macau Concierge の情報をもとに作成） 
 

 シンガポールとマカオはともに有名な観光地を持っている。しかし、上の図4-1, 4-2からわ
かるように、シンガポールの観光地は主に島の南部中央に集中しており、また、マカオの観
光地は⽐較的広範囲に広がっているが、そもそも⾯積が⾮常に⼩さい（図の縮尺に注意）。
そのため、これらの地域に訪れた⼈がさらに別の場所に移動することによる経済的な影響は
考えにくい。⼀⽅の⽇本は、北海道から沖縄まで、シンガポールの520倍以上の⾯積がある
国⼟上のいずれの都道府県にも、必ず観光名所が存在する。そのため政府はIR訪問客が、
⽇本の他の観光地でも消費し、全国規模で経済的な効果がもたらされることを⾒込んでいる。 
 
 以上の理由から、⽇本政府が⽬指す全国規模でのインバウンド収⼊の増加を達成するには、
特定の⾃治体だけでなく、⽇本全体における観光収⼊を考える必要がある。 
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IV. 政策提⾔  
  
 まず先述の通り、⽇本のIR設置は最⼤3カ所が予定されているが、本研究では、まず最初
にどこに設置するのかという提⾔を⾏うため、最適な候補地を1つに決定することを⽬標と
する。それに際し、現在10地域ある候補の中で誘致活動に差があることを踏まえ、現段階に
おいて建設場所として選出される可能性が⾼いと考えられる、以下の５つの地域に限定して
考慮する。この絞り込みは、主に誘致への姿勢や具体的な取り組みがなされているかと⾔っ
た観点から⾏った。なお、1つの都道府県内に複数の候補地が存在しているという地域もあ
るが、本研究において候補地は都道府県単位で考える。 
 
 

表1 選出した候補地とその絞り込み基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 これらの5つの候補地の中から以下の⼆つの視点から最適な建設候補地を考える。 

 
A. 最もIRの収⼊が⾒込める候補地 
B. 最も他都道府県の観光収⼊に好影響を与える候補地 
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A. 最もIRの収⼊が⾒込める候補地 
  
  現在の候補地の訪問客構成とその消費額から各候補地のインカムの可能性を考える。 
 
プロセス 
1. 各都道府県の国籍2別訪問⼈数を求める。 
2. 国籍別のIR訪問⼈数を求める。 
3. 訪問客の⼀⼈当たりの消費⾒込みを国籍ごとに評価する。 
4. 2と3から国籍ごとの消費⾒込みを求める。 
5. 4の合計値から最適な候補地を導く。 
 
変数の定義 
! = 年あたりの訪⽇客数 
# = 訪⽇客の各都道府県への訪問割合 
$% = ある国籍の訪問数構成割合（&は国籍に対応,  1 ≤ & ≤ 12）  

)% = ある国籍の*+予想訪問割合 
,% = ある国籍の⼀⼈当たりの消費⾒込みに対する評価（偏差値） 
  
 
 予想訪問割合は⽇本交通公社が⾏ったアンケートから導出し、「IRができたら是⾮⾏き
たい」、および「機会があれば⾏ってみたい」と答えた⼈の割合の和を適⽤する。 
 

表2 IRに⾏きたいかのアンケート結果（単位は％ ⽇本交通公社より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 「国籍」に含まれるのは、韓国、中国、台湾、⾹港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、アメ
リカ、オーストラリア、イギリス、フランスの計12の国と地域である。 
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1. 各都道府県の国籍別訪問構成割合は、国籍別の訪⽇数と各都道府県の訪問率から導出し
た。 

 



 

 

 
 
 
 

表3 12ヵ国の5つの候補地における訪問数の構成割合 

11 12 
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1. 各都道府県におけるある国籍の訪問⼈数は、変数の定義から 
  !"#$  
と表せる。 
 

2. ある国籍のIR訪問⼈数は、変数の定義から 
  !"#$%$ 
と表せる。 
 

3. 訪問客の⼀⼈⼀泊当たりの消費⾒込みを国籍ごとに評価する。訪問客の国籍によって⼀
⼈⼀泊当たりの消費額が異なることから、それらを偏差値で表し、スコア化する。 
 
 以下の表4は、20ヶ国の⼀⼈当たりのGDPと各国の観光庁が発表している⼀泊当たり
の消費⾦額である。 

 
表4 ⼀⼈当たりGDPと⼀泊当たりの消費⾦額 
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図5 ⼀⼈あたりGDPと⼀泊あたりの消費⾦額のグラフ 

 
 
 表4から、⼀⼈当たりのGDPと⼀⼈⼀泊あたりの消費額の相関係数は約0.77となり、強い
正の相関がみられる。ここで、以下の3種類の予測⽅法（線形予測、対数予測、指数予測）
のうち2つの値の関係を最もよく説明できているものを選択し、⼀泊あたりの消費額が観光
庁によって明⽰されていない国について、その値を予測した。12 
  

 
1 
2  
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表5-1 線形予測と実際値との誤差3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近似式： & = 0.2778) + 13,526 
誤差の和： 約4.1億 

  

 
3 誤差は表の最右列の｜実際の値­予測値｜2 の値を、すべての国について⾜し合わせた値を⽤いている。 
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図6-1 国籍別の⼀⼈当たりGDPと訪⽇客⼀⼈当たりの消費額との相関関係 
および 線形近似のグラフ  


